
どうする特許庁！ 目覚めよ審査官！！ 　そしてまた、お粗末な「審査」（サーチ）による特許付与を

Honest examination is the mission of the Patent Office
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式 」の作成や、自らが作成していると思われる「検索論理式 」の作成を、根本的に改革すべきです。

判例から見た特許権侵害差止等  請求事件（ ７０件目）・・・④原告の請求棄却（原告＝ 原田工業の権利無効）

「サポート要件 」違反

審査官が作成したと思われる【 検索論理式 】の開示を求めます！！

・特許庁   　（行政）

特開2009-135741 フロントページ （全頁） 特開2009-135741 補正 【請求項１〜5】 特開2009-135741 補正 【請求項5〜11】 出願情報 下記の「ＦＩ」と「Ｆターム」は、「ＦＩ分類表」と「Ｆタームリスト」として、本エクセル資料の２シート目以降に挙げておきます。

ＦＩ記事

H01Q21/30 ・異なった周波数帯で動作し，かつ共通の給電装置に接続された個々のアンテナ単位の組み合わせ H01Q21/00  アンテナ配列または系 H01Q：アンテナ，すなわち空中線

H01Q1/32Z その他のもの〔例．移動通信用平板アンテナ；車載用パラボラアンテナ〕 H01Q1/32・・道路や線路における乗物上やその内部で使用するに適するもの［３］H01Q1/27・移動体上やその内部で使用するに適するもの［３］H01Q1/00  アンテナの細部またはアンテナに関連する構成H01Q：アンテナ，すなわち空中線

H01Q23/00 能動回路や回路素子を一体化しまたは取り付けたアンテナ［３］ H01Q：アンテナ，すなわち空中線

H01Q1/42 ・輻射素子と機械的に接触しない覆，例．ラドーム H01Q1/00  アンテナの細部またはアンテナに関連する構成H01Q：アンテナ，すなわち空中線

テーマコード記事 Fターム記事 可変指向性アンテナ、アンテナ配列 Fターム記事 アンテナの細部

5J021 可変指向性アンテナ、アンテナ配列 ( カテゴリ : デジタル通信 ) 5J021 AA03 ・基本アンテナ（３） AA00 基本アンテナの形態 5J046 AA03 ・アンテナ効率の向上 AA00 目的・効果

5J046 アンテナの細部 ( カテゴリ : デジタル通信 ) 5J021 AB02 ・線状アンテナ AB00 基本アンテナの型式 5J046 AA04 ・・放射、指向特性の改善 AA03 ・アンテナ効率の向上 AA00 目的・効果

5J021 AB06 ・ストリップアンテナ AB00 基本アンテナの型式 5J046 AB06 ・ユニポールアンテナ（ロッドアンテナ） AB00 アンテナの種類

5J021 FA26 ・増幅器 FA00 回路要素 5J046 AB13 ・マイクロストリップアンテナ AB00 アンテナの種類

5J021 GA07 ・全方位，無指向性 GA00 可変指向性の特徴 5J046 MA09 ・・車体への取付 MA08 ・アンテナの取付手段 MA00 車両用アンテナ（除窓ガラスアンテナ）

5J021 GA08 ・指向性図 GA00 可変指向性の特徴 5J046 RA03 ・・合成樹脂 RA01 ・レドームの材料 RA00 レドーム

5J021 HA10 ・自動車用（一般移動無線） HA00 アンテナ装置の応用

5J021 JA03 ・多周波 JA00 機能

IPCCの主席部員による分類付与は、ルールに則って正しくおこなわれたのでしょうか？

審査記録

特許願 2007/11/30

出願審査請求書 2010/10/27

拒絶理由通知書 拒絶理由条文コード (24  第３６条) 2012/12/21

手続補正書 2013/2/18

意見書 2013/2/18

特許メモ 2013/3/8

特許査定 2013/3/12

登録料納付 2013/3/29

（審査系）

拒絶理由通知書 

　起案日　　　　　　　　　　平成２４年１２月１９日

　特許庁審査官　　　　　　　佐藤　当秀　　　　　　　　３７８４　５Ｋ００

　適用条文　　　　　　　　　第３６条

　この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号

に規定する要件を満たしていない。

　　　　　　　　部長／代理　　審査長／代理　審査官　　　　審査官補　　

　　　　　　　　　　　　　　　高野　洋　　　佐藤　当秀　　　　　　　　

手続補正書 2013/2/18

意見書 2013/2/18

Copyright JPO and INPIT

特許査定  出願情報 特許メモ 
引用調査データ記事

　起案日　　　　　　　　　　平成２５年　３月　８日  特許査定(特許査定時の参考文献)  　　　　　　　　　　　起案日 (2013/03/08) 　発明の名称　　　　　　　　アンテナ装置

　特許庁審査官　　　　　　　佐藤　当秀　　　　　　　　３７８４　５Ｋ００ 　作成者　　　　　　　　　　佐藤　当秀　　　　　　　　３７８４　５Ｋ００

　発明の名称　　　　　　　　アンテナ装置 　作成日　　　　　　　　　　平成２５年　３月　８日

　請求項の数　　　　　　　　　１１  引用文献番号( 特開2000-077923号公報 ) ＜＜特許メモ＞＞

　特許出願人　　　　　　　　原田工業株式会社  引用文献番号( 特開2007-288757号公報 ) 　参考文献には以下の発明（ア）～（エ）が記載されていない。

　この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。  引用文献番号( 特開2007-116232号公報 ) （ア）「車両に取り付けられた際に、車両から約７０ｍｍ以下の高さで突出する（イ）「車両に取り付けられた際に、車両から約７０ｍｍ以下の高さで突出するンの給電点が、前記アンプ基板における前記アンプの入力にアンテナコイルを介

　部長／代理　　審査長／代理　審査官　　　　審査官補　　　　分類確定官　  引用文献番号( 特開2003-142931号公報 ) アンテナケースと、該アンテナケース内に収納されるアンテナ部からなるアンテアンテナケースと、該アンテナケース内に収納されるアンテナ部からなるアンテして接続されていることを特徴とするアンテナ装置」の発明（請求項３）

　　　　　　　　高野　洋　　　佐藤　当秀　　　　　　　　　　佐々木　洋　  引用文献番号( 特開平08-186420号公報 ) ナ装置であって、前記アンテナ部は、アンテナと、該アンテナにより受信されたナ装置であって、前記アンテナ部は、車両に対して立設されて配置されアンテナ

少なくともＦＭ放送の信号を増幅するアンプを有するアンプ基板とからなり、前パターンが形成されているアンテナ基板と、前記アンテナパターンからなる前記（以下省略）

記アンテナの給電点が前記アンプの入力にアンテナコイルを介して接続されていアンテナにより受信された少なくともＦＭ放送の信号を増幅するアンプが設けら

ることを特徴とするアンテナ装置」の発明（請求項１） れているアンプ基板とからなり、前記アンテナ基板における前記アンテナパター

特許5237617 【請求項１〜４】 特許5237617 【請求項4〜11】 特許5237617 【請求項11】

無効審判の確定による 抹消     本権利消滅日(2022/02/17) 

・裁判所　　 （司法）

請求棄却の理由・・・「請求項１に係る特許は，サポート要件を充足せず，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。したがって，控訴人は被控訴人に対して特許権を行使することができない。」

項番 事件番号および言渡日 主文 請求棄却の理由 請求額 控訴人
（特許権者）

被控訴人
（侵害者） 特許番号 発明の名称 発明の概要 侵害対象製品 原審 原審の理由（高裁の判決文より）

70

令和２年（ネ）第１００３９号 特許権侵害差止等請求控訴事件

本件控訴を棄却する。
請求項１に係る特許は，サポート要件を充足せず，特許無効審判により無効にされるべきものと認めら
れる。
したがって，控訴人は被控訴人に対して特許権を行使することができない。

４０００万円 原田工業株式会社 株式会社ヨコオ 5237617 アンテナ装置
少なくともＦ Ｍ 放送を受信可能な車両
に取り付けられる低姿勢のアンテナ装
置

原判決別紙被告製品目録記載の製品

平成３０年（ワ）第５５０６号 特許権侵害差止等請求事件

請求項１に係る特許は，特許法３６条６項１号（サポート要件）を充足せず，特許無効審判により無効（特許法１２３条１項４号）にされる
べきものと認められるから，控訴人は被控訴人に対して請項１に係る特許の特許権を行使することができない

令和２年１２月１日判決言渡　知的財産高等裁判所第３部 （判決言渡日・・・不明） 東京地方裁判所

原告の請求棄却（原告＝原田工業の権利無効）。　知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた７０件目のものです。

特許権者である原告の原田工業株式会社は、自分が保有する特許第５,２３７,６１７号（アンテナ装置）について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。



「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。

それにも拘らず、原田工業株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告である株式会社ヨコオを特許侵害していると、先ずは東京地方裁判所に提訴しました。

東京地方裁判所は、「請求項１に係る特許は，特許法３６条６項１号（サポート要件 ）を充足せず，特許無効審判により無効（特許法１２３条１項４号）にされるべきものと認められるから，控訴人は被控訴人に対して請項１に係る特許の特許権を行使することができない」（高裁の判決文より）とし、原告である原田工業株式会社は敗訴しました。

敗れた原田工業株式会社は、知的財産高等裁判所へ控訴しました。

しかしながら、知的財産高等裁判所は「請求項１に係る特許は，サポート要件 を充足せず，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。したがって，控訴人は被控訴人に対して特許権を行使することができない。」とし、結局ここでも控訴人原田工業株式会社は敗訴しました。

一方、特許庁の審査を見てみます。

特許庁の審査官（佐藤当秀）は、「この出願は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。」との拒絶理由通知書を発していました。

即ち、審査官（佐藤当秀）は、「サポート要件 」を満たしていない、と判断しています。

出願人より「手続補正書」が出されて、結局、審査官は「登録査定」をし、出願人は特許権を得ました。

しかしながら、特許権者は、東京地方裁判所および知的財産高等裁判所において、上記のように敗訴しました。

本件の根本原因は、知的財産高等裁判所での「請求項１に係る特許は，サポート要件 （特許法３６条６項１号）を充足せず，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。」との判断を、審査官が堅持しなかったことにあると考えます。

特許庁の審査官が、何故、サポート要件 （特許法３６条６項１号）を強く主張して、「拒絶査定」を下さなかったのか不思議です。

本来なら、原田工業株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかったと考えます。

ちなみに、特許権者は最高裁判所へ上告しましたが、敗訴が確定しています。

なお、ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「ＦＩ」と「Ｆターム」を、本エクセル資料の２シート目以降に挙げておきました。

令和２年（ネ）第１００３９号 知的財産高等裁判所 令和２年（ネ）第１００３９号 知的財産高等裁判所 無効理由１ サポート要件違反 サポート要件の判断手法 特許権侵害訴訟に関する最高裁判所の決定について

無効理由１（請求項１に記載された発明が，
アンテナ素子に加えて別のアンテナを組み
込むことや，それらの間の間隔をどの程度
開けるのかについて特定していないことに
関してのサポート要件違反 ）

特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ
れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその
示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否
か，
また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を
解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請求された発明が
明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，
また，
課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決できるであろう
との合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって，
厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要でと解される。

なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度
の本質に由来するものであるから，
明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展資
することができれば，
サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり，
また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮す
れば，
その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで
要求するのは相当ではないらである。

請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明であるとは認められず，発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を
解決できると認識できる範囲のものであるとは認められないから，無効理由１は理由があり

請求項１に係る特許は，サポート要件（特許法３６条６項１号）を充足せず，特許無効審判により無効（特許法１２３条１項４号）にされるべきものと認められる。

したがって，控訴人は被控訴人に対して請求項１に係る特許の特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。

サポート要件 違反の有無について （特許法３６条６項１号，１２３条１項４号）

　【特許請求の範囲】の記載がサポート要件 に適合するか否かは，

　【特許請求の範囲】の記載と『発明の詳細な説明』の記載とを対比し，【特許請求の範囲】に記載された発明が，『発明の詳細な説明』に記載された発明で，

　『発明の詳細説明』の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か，

　また，『発明の詳細な説明』に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる

　と認し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

令和２年１２月１日判決言渡
令和２年（ネ）第１００３９号 特許権侵害差止等請求控訴事件
（原審 東京地方裁判所平成３０年（ワ）第５５０６号）

（７０件目）

サポート要件の判断手法

特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明
の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や
示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また，
課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって，厳密な科学的な証明
に達する程度の記載までは不要でと解される。
なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をす
ることによって更なる技術の発展資することができれば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり，
また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されるこ
とまで要求するのは相当ではないらである。

平成１７年（行ケ）第１００４２号

ア　特許法２９条２項（進歩性要件）違反
イ　特許法３６条４項（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。実施可能要件）違反
ウ　特許法３６条６項１号（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。サポート要件）違反
エ　特許法３６条６項２号（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。明確性要件）違反

（サポート要件違反）について
(1) 特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号が定めるいわゆる明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比
し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの
であるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの
である
（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決参照）。

（参考）

・特許庁   　（行政）

（無効審判系）

無効2015-800040 【請求人】 株式会社 ヨコオ



本件審判の請求は、成り立たない。

（無効審判系）

無効2020-800037 【請求人】 株式会社 ヨコオ 無効2020-800037 （１４）

（１）サポート要件の判断手法
 
  特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許
請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲
に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な
説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認
識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が
出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の
ものであるか否かを検討して判断すべきである。
  そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請求
された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また，課
題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決でき
るであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであっ
て，厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要である と解される。
なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与えると
いう特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が当
該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができ
れば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり，また，明
細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考
慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳密さを
もって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。

特許第５２３７６１７号の請求項１ないし３，５ないし７に係る発明についての特許を無効とする。

【審決日】令和４年１月７日（２０２２.１.７）

【審判長】【特許庁審判官】佐藤　智康

【特許庁審判官】吉田　隆之

【特許庁審判官】衣鳩　文彦



FI = H01Q 21/30　・異なった周波数帯で動作し，かつ共通の給電装置に接続された個々のアンテナ単位の組み合わせ

FI = H01Q 1/32 Z　その他のもの〔例．移動通信用平板アンテナ；車載用パラボラアンテナ〕

FI = H01Q 23/00　能動回路や回路素子を一体化しまたは取り付けたアンテナ［３］

FI = H01Q 1/42　・輻射素子と機械的に接触しない覆，例．ラドーム

H01Q：アンテナ，すなわち空中線

H01Q1/00　アンテナの細部またはアンテナに関連する構成

H01Q1/27　・移動体上やその内部で使用するに適するもの

H01Q1/32　・・道路や線路における乗物上やその内部で使用するに適するもの［３］

H01Q1/32@Z　その他のもの〔例．移動通信用平板アンテナ；車載用パラボラアンテナ〕

H01Q1/42　・輻射素子と機械的に接触しない覆，例．ラドーム

H01Q21/00　アンテナ配列または系

H01Q21/30　・異なった周波数帯で動作し，かつ共通の給電装置に接続された個々のアンテナ単位の組み合わせ

H01Q23/00　能動回路や回路素子を一体化しまたは取り付けたアンテナ［３］



テーマコード : 5J021
テーマコード 5J021

説明 可変指向性アンテナ、アンテナ配列 ( カテゴリ : デジタル通信 )

FIカバー範囲 H01Q3/00-3/46;21/00-25/04

観点 Fターム FI適用範囲

AA AA00 AA01 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA09 AA10 H01Q3/00-
3/46;21/00-
21/30;23/00;
25/00-25/04

基本アン
テナの
形態

・基本ア
ンテナ
（１）

・基本ア
ンテナ
（２）

・基本ア
ンテナ
（３）

・基本ア
ンテナ
（４）

・基本ア
ンテナ
（Ｎ）

・配列ア
ンテナ

・・直線
配列

・・曲線
配列

・・平面
配列

・・放射
配列

AA11 AA12 AA13
・同型基
本アンテ
ナ群

・・異指
向方向
配置

・異型基
本アンテ
ナ群

AB AB00 AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09

基本アン
テナの型
式

・点波源 ・線状ア
ンテナ

・・ダイ
ポールア
ンテナ

・・ループ
状アンテ
ナ

・スロット
アンテナ

・ストリッ
プアンテ
ナ

・ホーン
アンテナ

・・マルチ
モード
ホーンア
ンテナ

・補助ア
ンテナ

BA BA00 BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07
アンテナ
の２次装
置

・反射装
置

・・能動
反射器

・屈折装
置

・・能動レ
ンズ

・周波数
フィルタ

・偏波
フィルタ

・偏波変
換装置

CA CA00 CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06

給電回
路

・線路 ・・立体
回路

・・平面
回路

・整合回
路

・同調回
路

・送受信
機との接
続関係

DA DA00 DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07

指向性
可変（機
械的）手
段

・基本ア
ンテナの
変形

・アンテ
ナの全
体運動

・１次輻
射器，２
次装置
の相対
運動

・回転駆
動軸

・枢支回
動部

・支持固
定調整
手段

・動力源
（サーボ
モータ）

DB DB00 DB01 DB02 DB03 DB04 DB05 DB06 DB07
指向性
可変（電
気的）手
段

・給電重
み付け

・・振幅
制御

・・位相
制御

・切替 ・・選択
切替部
分給電

・・経路
切替全
部給電

・周波数
制御

EA EA00 EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 EA07 EA08

指向性
可変手
段の制
御形態

・手動 ・自動制
御

・・機械
的偏位
の検出
に基づく
もの

・・受信
信号の
評価に
基づくも
の

・・・
フィード
バック系
を有する
もの

・・・
フィード
フォワー
ド系を有
するもの

・・・自己
相関
ループを
有するも
の

・・・ＡＧＣ
系を有す
るもの

FA FA00 FA01 FA02 FA03 FA04 FA05 FA06 FA07 FA08 FA09 FA10

回路要
素

・トランジ
スタ

・ダイ
オード

・・可変
容量ダイ
オード

・装荷イ
ンピーダ
ンス

・移相器 ・・可変
移相器

・・・デジ
タル可変
移相器

・・非可
逆移相
器

・遅延回
路

・・可変
遅延回
路

FA11 FA12 FA13 FA14 FA15 FA16 FA17 FA18 FA19 FA20
・減衰器 ・・可変

減衰器
・演算装
置（信号
処理，
ＣＰＵ）

・・加算
器

・・減算
器

・・乗算
器

・・・混合
器（周波
数変換
器）

・・・相関
器

・・積分
器（時定
数回路）

・・その
他の演
算器（自
乗，除
算，微
分）

FA21 FA22 FA23 FA24 FA25 FA26 FA27 FA28 FA29 FA30
・比較器 ・・位相

比較器
・フィルタ ・発振器 ・検波器 ・増幅器 ・波形整

形回路
・パルス
回路

・デジタ
ル回路

・記憶回
路

FA31 FA32 FA33 FA34 FA35



回路要
素

・ゲート
（スイッ
チ）

・分配，
合成回
路

・・方向
性結合
器

・・ハイブ
リッド（バ
ラン，マ
ジックＴ）

・・サー
キュレー
タ

GA GA00 GA01 GA02 GA03 GA04 GA05 GA06 GA07 GA08
可変指
向性の
特徴

・主ビー
ムの形
状

・・主ビー
ムの方
向

・・主ビー
ムの大き
さ

・・主ビー
ムの幅

・サイド
ローブの
形状

・ヌル点
の形成

・全方
位，無指
向性

・指向性
図

HA HA00 HA01 HA02 HA03 HA04 HA05 HA06 HA07 HA08 HA09 HA10

アンテナ
装置の
応用

・走査 ・マルチ
ビーム

・追尾 ・レー
ダー

・通信，
放送

・ダイバ
シチー

・衛星用 ・航空用 ・般舶用 ・自動車
用（一般
移動無
線）

HA11
・モノパ
ルス

JA JA00 JA01 JA02 JA03 JA04 JA05 JA06 JA07 JA08 JA09 JA10

機能

・表示 ・広帯域
特性

・多周波 ・ＵＨＦ・
ＶＨＦ両
用

・多偏波 ・円偏波 ・小型，
軽量化

・ユニット
化（モ
ジュール
化）

・アクティ
ブ化

・測定，
試験

Copyright JPO and INPIT



テーマコード : 5J046
テーマコード 5J046

説明 アンテナの細部 ( カテゴリ : デジタル通信 )

FIカバー範囲 H01Q1/00-1/10@Z;1/27-1/52

観点 Fターム FI適用範囲

AA AA00 AA01 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA09 AA10 H01Q1/00-
1/10;1/27-
1/52

目的・効
果

・アンテ
ナ操作
性の改
善

・動作の
円滑化、
確実性
の確保

・アンテ
ナ効率
の向上

・・放射、
指向特
性の改
善

・信頼性
の向上

・・耐久
性の向
上（含長
寿命化）

・アンテ
ナ取付
部材の
小型軽
量化

・・取付
部品数
の低減

・アンテ
ナ取付
作業の
簡素化

・アンテ
ナ取付
強度の
増大

AA11 AA12 AA13 AA14 AA15 AA16 AA17 AA18 AA19
・互換性 ・アンテ

ナ配置
の効率
化

・アンテ
ナの保
護

・・損傷
防止（含
部材）

・・雨水・
塵埃の
侵入防
止

・・アンテ
ナの盗
難、紛失
防止

・危険防
止

・遠隔操
作

・装置の
低コスト
化

AB AB00 AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09 AB10

アンテナ
の種類

・アレイ
アンテナ

・直線ア
レイアン
テナ

・平面ア
レイアン
テナ

・円形ア
レイアン
テナ

・パラボ
ラアンテ
ナ

・ユニ
ポールア
ンテナ
（ロッドア
ンテナ）

・ダイ
ポールア
ンテナ

・スロット
アンテナ

・ホーン
アンテナ

・ダイ
バーシ
ティアン
テナ

AB11 AB12 AB13 AB14 AB15 AB16 AB17 AB18 AB19
・ループ
アンテナ

・ヘリカ
ルアンテ
ナ

・マイク
ロスト
リップア
ンテナ

・気球
（風船）
アンテナ

・網目ア
ンテナ

・ブレー
ドアンテ
ナ

・窓ガラ
スアンテ
ナ

・カセグ
レン、グ
レゴリア
ンテナ

・オフ
セット型
アンテナ

BA BA00 BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07 BA08 BA09 BA10 H01Q1/00;
1/04;1/06

アンテナ
の細部
及び関
連構成

・アンテ
ナの接
続切換
手段（含
選択）

・アンテ
ナ共用
装置

・アンテ
ナ整合、
結合装
置

・分波装
置

・ブース
タ

・アンテ
ナ駆動
装置

・アンテ
ナ取付
装置（含
ターミナ
ル）

・接続金
具

・継手板 ・飾玉取
付

CA CA00 CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 H01Q1/02

結氷防
止・防湿
装置

・結氷防
止装置

・・除雪
手段を有
する

・・加熱
手段を有
する

・・送風、
風圧手
段を有す
る

・・振動
手段を有
する

・・水、薬
品の利
用

・・被覆
材の塗
布又は
貼着

・防湿装
置

・・除湿
手段を有
する

・・防水
手段を有
する

CA11 CA12
・・排水
手段を有
する

・・除雪、
防湿手
段の取
付、配置

DA DA00 DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 DA06 DA07 DA08 H01Q1/08
アンテナ
の折りた
たみ手
段

・放射状
をつぼめ
る

・平行状
を折りた
たむ

・伸縮す
る

・巻き込
む（含帯
状体）

・中折れ
する

・中折伸
縮する

・扇状に
なる

・起倒す
る

EA EA00 EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 H01Q1/10@
A

トップ
ピース

・錠付き ・形状に
特徴あり

・トップ
ピースの
付属物

・取付手
段

・材料に
特徴あり

・・合成
樹脂を用
いる

FA FA00 FA01 FA02 FA03 FA04 FA05 FA06 FA07 FA08 FA09 H01Q1/10@
B

伸縮駆
動機構

・バネ駆
動

・電磁石
駆動

・ワイヤ
駆動

・その他
の駆動
（除電動
機）

・ロック
手段（含
掛止、錠
止）

・速度制
御手段

・安全手
段（含保
護手段）

・アンテ
ナの収
納部

・構成部
材に特
徴あり

GA GA00 GA01 GA02 GA03 GA04 GA05 GA06 GA07 GA08 GA09 GA10 H01Q1/10@
C



電動機
による伸
縮駆動

・連係
（伝達）
装置

・・クラッ
チを用い
る

・・歯車
装置を用
いる

・・駆動
ケーブル
を用いる

・速度制
御手段

・自動停
止手段

・遠隔操
作手段

・過負荷
防止手
段

・安全手
段（含保
護手段）

・収納
ケース

H01Q1/10@
C

GA11
・構成部
材に特
徴あり

HA HA00 HA01 HA02 HA03 HA04 HA05 HA06 HA07 HA08 H01Q1/10@
D

電動機
の制御
回路

・正逆転
回路

・自動停
止回路
（含リミッ
ト動作）

・他の装
置との連
動（例ラ
ジオ）

・自動伸
縮回路

・自動、
手動の
切換回
路

・誤動作
防止回
路

・保護回
路

・動作表
示

JA JA00 JA01 JA02 JA03 JA04 JA05 JA06 JA07 JA08 JA09 JA10 H01Q1/10@
Z

テレス
コープ状
アンテナ
の細部

・アンテ
ナ素子
の接手、
接続部

・アンテ
ナの保
持、支
持、取付
手段

・・共振
防止手
段

・・ガタツ
キ防止
手段

・アンテ
ナの切
換手段

・ロック
手段

・弾子
（バネ）

・排水手
段

・防水手
段

・他の装
置との一
体化（例
スイッ
チ）

JA11 JA12 JA13
・アンテ
ナの材
料に特
徴あり

・・可撓
性材料を
用いる

・携帯
（移動）
のため
の手段

KA KA00 KA01 KA02 KA03 KA04 KA05 KA06 KA07 KA08 H01Q1/27-
1/30

飛行体
用アンテ
ナ

・飛行機
用

・ロケッ
ト、ミサイ
ル用

・人工衛
星用（含
宇宙船）

・アンテ
ナの展
開手段

・アンテ
ナの取
付手段

・防熱手
段を有す
る

・材料に
特徴あり

・・弾性
材を用い
る

LA LA00 LA01 LA02 LA03 LA04 LA05 LA06 LA07 LA08 LA09 LA10 H01Q1/27;
1/32@A

車両用
窓ガラス
アンテナ

・アンテ
ナ導体
に導電
膜を用い
る

・アンテ
ナ細線を
用いる

・・イン
ピーダン
スとの結
合

・・電熱
線との共
用

・・複数
のアンテ
ナを設け
る

・・サイド
ウィンド
ウに設け
る

・アンテ
ナ導体
の配置

・・水平
配置

・・・電熱
線の上
又は下
に配置

・・・電熱
線の上
下両方
に配置

LA11 LA12 LA13 LA14 LA15 LA16 LA17 LA18 LA19 LA20
・・垂直
配置

・・・電熱
線の中
間に配
置

・・水平
垂直の
混合配
置

・・電熱
線の周
囲に沿っ
た配置

・アンテ
ナの選
択切換

・・ＦＭ、
ＡＭ用ア
ンテナの
切換

・・選択
切換手
段

・アンテ
ナの接
続部

・・構造
に特徴
あり

・・配置
に特徴
あり

MA MA00 MA01 MA02 MA03 MA04 MA05 MA06 MA07 MA08 MA09 MA10 H01Q1/27;
1/32@Z

車両用
アンテナ
（除窓ガ
ラスアン
テナ）

・他の部
材とアン
テナの共
用

・・車体
の一部と
の供用

・・付属
品との共
用

・・・バッ
クミラー
との共用

・アンテ
ナの駆
動手段

・・電動
力による

・ピック
アップ

・アンテ
ナの取
付手段

・・車体
への取
付

・・支持
具

MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16
・・付属
品との結
合

・保護、
防止手
段

・・損傷
防止手
段

・・雑音
防止手
段

・・風音
防止手
段

・排水、
防水手
段

NA NA00 NA01 NA02 NA03 NA04 NA05 NA06 NA07 NA08 NA09 NA10 H01Q1/27;
1/34

水上、航
行体用
アンテナ

・アンテ
ナの用
途

・・船舶
無線用

・・ラジオ
ブイ用

・・水上、
水中作
業機械
用

・・水難
救助用

・浮上手
段

・・空気タ
ンクを用
いる

・・発泡
樹脂を用
いる

・アンテ
ナの展
張手段を
有する

・アンテ
ナの据
付、取付
手段

NA11 NA12 NA13 NA14
・指向性
制御手
段を有す
る

・保護手
段

・・損傷
防止手
段

・・防水
手段

PA PA00 PA01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06 PA07 PA08 PA09 PA10 H01Q1/36-
1/38

輻射器
の構成
上の形
状

・輻射器
の形状

・・棒状 ・・バンド
状

・・ジグザ
グ状

・・ブレー
ド状

・・ワイヤ
状

・・平面
状

・輻射器
の機能

・・可撓
性

・・伸縮
性

QA QA00 QA01 QA02 QA03 QA04 QA05 QA06 QA07 QA08 QA09 QA10 H01Q1/40
保護材
で被覆さ
れた輻
射素子

・被覆材
料

・・樹脂 ・・・コー
ティング

・・・貼着
テープ
（含フィ
ルム）

・・・管、
チューブ

・・・発泡
性樹脂

・・ガラス
繊維

・・セラ
ミック

・・塗布
材

・補強部
材を有す
る

RA RA00 RA01 RA02 RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 RA08 RA09 RA10 H01Q1/42



レドーム

・レドー
ムの材
料

・・布（含
浸を含
む）

・・合成
樹脂

・・軟質
ゴム

・・誘電
体

・形態 ・・シート
状

・・パネ
ルの組
合せ

・パネル
の結合
手段

・膜とフ
レームの
接合

H01Q1/42

RA11 RA12 RA13 RA14 RA15 RA16 RA17 RA18
・レドー
ムの取
付手段

・レドー
ムの支
持手段

・雪害、
着氷の
防止

・・電熱
による

・・振動
による

・・回転、
揺動によ
る

・・気体
による

・誘電体
窓を有す
る

SA SA00 SA01 SA02 SA03 SA04 SA05 SA06 SA07 H01Q1/44
他の装
置の機
能との兼
用

・ＴＶ、ラ
ジオへの
組込み

・装飾品
との兼用

・ロッドア
ンテナと
他部品と
の兼用

・ヘル
メット、レ
シーバに
装着

・ワイヤ
レスマイ
クに装着

・腕時計
に装着

・切換ス
イッチの
内蔵

TA TA00 TA01 TA02 TA03 TA04 TA05 TA06 TA07 TA08 TA09 TA10 H01Q1/46-
1/50

アンテナ
と給電手
段との結
合

・給電手
段

・・給電
箱

・アンテ
ナの整
合、結合
手段

・アンテ
ナと給電
線の接
続手段

・・同軸
ケーブル
用

・・フィー
ダ線用

・・端子 ・給電線
固定手
段

・アンテ
ナの着
脱手段

・アンテ
ナの避
雷器

TA11
・防水手
段

UA UA00 UA01 UA02 UA03 UA04 UA07 UA08 UA09 H01Q1/52
アンテナ
間又は
他の装
置間との
減結合
手段

・アンテ
ナ間の
減結合
手段

・・相互
干渉防
止手段

・・遮蔽
手段

・・・電波
吸収体

・他の装
置間との
減結合
手段

・・遮蔽
手段

・・・電波
吸収体
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